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安全保障貿易管理とは

＊１：「大量破壊兵器等」とは、核兵器・化学兵器・生物兵器・ミサイルをいう

＊２：「開発等」とは、開発・製造・使用又は貯蔵をいう
＊３：「輸出等」とは、貨物の輸出及び技術の提供をいう

目的 我が国又は国際社会の平和及び安全を維持すること

先進国が保有する高度な貨物や技術が、大量破壊兵器等＊１や通常兵器の開
発等＊２を行っているような国等に渡った場合、国際的な脅威となる。

⚫ 先進国を中心とした国際的な枠組（国際輸出管理レジーム）により安全
保障貿易管理を推進。

⚫ 我が国では外国為替及び外国貿易法（外為法）に基づき実施。

手段
武器や軍事転用可能な貨物や技術が、我が国及び国際社会の安全
等を脅かすおそれのある国家やテロリスト等、懸念活動を行うお
それのある者に渡ることを防ぐために輸出等＊３を管理する。

2



民生用途 軍事用途

工作機械
自動車の製造

や切削

ウラン濃縮用
遠心分離機の
製造

シアン化
ナトリウム

金属メッキ工程
化学兵器の

原材料

ろ過器 海水の淡水化
細菌兵器の製造
のための細菌の
抽出

炭素繊維
航空機の構造

材料

ミサイルの構造
材料

民生用途品の軍事用途への転用可能性

民生用途であっても軍事転用される可能性がある
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貨物の輸出と技術の提供

－日本－

貨
物
の
輸
出

技
術
の
提
供

✓ 製品の輸出
✓ 無償サンプル提供
✓ 海外への返品等
✓ 展示会のための一時持ち出し等

✓ 技術データや設計図の提供
✓ メール送信、クラウドサービスによる技術提供
✓ 海外からの研修生の受入れ・技術指導
✓ 特定類型に該当する居住者への技術提供 等

販売ハンドキャリー
一時的持ち出し

工場の設置

技術指導
設計図

－外国－

海外でも

国内でも

✓ 技術データをUSBメモリ等
に入れて持ち出し

✓ 海外での技術指導・討議

国境

技術の提供は日本国内においても発生する 4



貨物輸出

国際的な平和及び安全の維持を妨げる
貨物輸出を規制

許可制

炭素繊維

技術提供

国際的な平和及び安全の維持を妨げる
技術提供を規制

許可制

設計図

対内直接投資

①国の安全を損なう、
②公の秩序の維持を妨げる、
③公衆の安全の保護に支障を来す対内直接投資を規制

事前届出制

（変更・中止を勧告・命令できる）

日本企業

● 経済制裁に対する輸出入禁止措置等も外為法に基づき実施

外国為替及び外国貿易法における機微な貨物・技術管理等の仕組み
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（許可申請の
対象貨物例①） ＜参考＞
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（許可申請の
対象貨物例②） ＜参考＞
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リスト規制品の例 ※種類や仕様により規制対象外となるものあります。

ライフル
ライフルスコープ

工作機械

分析器
測定装置

粉粒体用混合機
（プラスチック等）

集積回路
半導体基板
上記の製造装置

ドローン
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事業者の皆様が行う輸出管理の手順

以下のフローに沿って輸出管理を行うことが重要

貨
物
・
技
術
の
引
合
い
等

該
非
判
定

出
荷
管
理

輸
出
・
提
供

輸出等の許可

需
要
者
等
の
確
認

用
途
の
確
認

申請 許可

取引審査
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⚫ 自社製品を開発して日本国内の顧客に販売。
展示会に出展したところ海外企業からサンプル依頼があり輸出。
その時にリスト規制貨物に該当するか該非判定を行い「非該当」と判定。

⚫ その後、サンプル輸出先から大口注文を受け本格的に輸出を開始。
改めて該非判定を行い「該当」であることが判明。慌てて申請することに。

リストは毎年改正されるので、

常に最新のリストで該非判定することが必要！

該非判定は重要！（ある企業の事例）
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（２）アドバイザー派遣
支援は、利用者の実情に即し、アドバイザーがメール、WEB会議及び企業訪問等の方法を組み合わせ
て実施。アドバイザーは、安全保障貿易管理に関する豊富な知見と実務経験を有していますので、疑問
やお悩みをお持ちの方は、お気軽にご活用を。
【支援等にかかる費用：無料】

事業目的・概要

⚫ 我が国の経済は、優れた技術を持つ多くの中小企業に支えられている。他方、中小企業のグロ
ーバル化、海外展開の進展により、技術流出のリスクも増大

⚫ このため、①全国各地での説明会の開催、②輸出管理体制構築をサポートする専門アドバイザ
ーの派遣を通じ、中小企業の技術管理を強化・推進

⚫ 最新情報は下記サイトからご確認ください。(令和７年度事業は終了しました）
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/chusho.html 

（１）説明会
①技術流出防止管理説明会
・安全保障貿易管理（外為法関連）
・技術等情報管理（産業競争力強化法関連）
・営業秘密管理（不正競争防止法関連）
②安全保障貿易管理説明会（個別相談会あり）
・安全保障貿易管理の重要性
・制度の概要及び自主的な輸出管理体制整備などのポイント
■説明会資料 https://www.meti.go.jp/policy/anpo/seminer_document3.html

経済産業省の支援策「中小企業等アウトリーチ事業」
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以下のような企業に参加していただきたいです。
・自ら製品を輸出している
・国内の納品先が完成品を輸出している
・技術開発に取り組んでいる
・独自の技術を有する

参加しただくと以下のようなメリットがあります。
・輸出管理を理解して法令遵守
・技術管理を実施して技術流出防止

国際ビジネスにおけるリスク軽減、取引先からの信用力向上

安全保障貿易管理説明会
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【参考】アドバイザー派遣の活用事例
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中小企業等アウトリーチ事業

 説明会やアドバイザー派遣についてはこちらをご覧ください。

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/chusho.html

説明会資料

 説明会で使用した主な資料をダウンロードできます。

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/seminer_document3.html 

安全保障貿易管理

 制度について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html 

経済産業省の関連サイト
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